
給水装置工事申込みフロー

お客様

（所有者）
給水装置工事計画

依頼

給水装置工事申込公共下水道接続有無の確認

（ＫＷＳ下水道担当）
・給水装置工事申込書（正・副）

・使用材料計画書

・その他必要書類

・申込書提出時チェック票（共通）

受付・審査

訂正があった場合
〇３階建て以上の直結給水及び水槽式給水は

直接局給水係で受付・審査

水道料金システム

入力

お客様 指定給水装置工事事業者 上下水道局（東西工事事務所）

事前協議

・３階建て以上の直結式給水

・水槽式給水

納付書発行

受付から納付書発行まで

６営業日以内

手数料等入金

給水装置工事開始

給水装置工事完了

社内検査（図面修正）

給水装置工事検査申込

・給水装置工事検査申込書

・工事写真

・水道使用開始申込書兼受付票

受付

メーター支給メーター取付

給水装置工事現地検査 給水装置工事現地検査

給水装置工事検査

結果通知書
給水装置工事完了給水開始

現地穿孔立会
※配水管から新規取出しがある場合

・工事着手届（FAX送付可）

・位置図

※３営業日前までに提出

道路管理者

道路占用許可

変更が生じた場合は

工事事務所と協議を行う

・共同住宅制度の適用（変更）

事前協議
事前協議

営業課

料金センター

事前協議

※共同住宅制度（３階建て以上）を希望する場合

・共同住宅制度適用（変更）事前協議書

・共同住宅メーター購入届兼刻印願

・図面

※協議後、指定給水装置工事事業者が

メーターを購入する

・共同住宅制度適用（変更）申請

・集合住宅制度適用（変更）申請
契約

※工事完了後契約


